
ワイズクラブ釧路 サッカースクール 規約・諸規則 

ワイズクラブ釧路はスポーツを通じて多くの子ども達が友情を育み、ルールやマナーを身につけ、心身ともに健康な身体作

りができるように指導を行っていきます。サッカーの楽しさを共有し、選手・コーチがともに成長できるような活動を目指しま

す。 

【ジュニアサッカースクールについて】 

【練習会形式】日本サッカー協会に選手登録を行わない練習会形式です。地域の少年団やクラブに所属しながらも参

加することが出来ます。練習回数を増やしたい、サッカーを始めたい、そういった声に答えられる形です。サッカーのトレー

ニングの他、「運動能力」「論理的思考力」の向上を目的としたトレーニングを中心に、子供たちが楽しく取り組めるメ

ニューを行います。 

※サッカーのできる服装、サッカーシューズ、サッカーボール、レガース、着替え、飲み物(お水・お茶)などの持参をお願いします。 

 

① 活動（年度）は 4月 1日から翌年 3月 31日とします。 

② レッスン日は原則として月間スケジュールの通り開催します。※前月中頃までにメールにてご連絡いたします。 

《ジュニアサッカースクール》 

曜日/原則火曜日(会場や生徒数の関係でクラスや時間の変更有)  

・U-8(小学１年～２年生)クラス  16：20～17：20（60分） 

・U-10(小学３年～４年生)クラス 17：30～18：40（70分） 

③ 各クラスのレッスン会場は月間スケジュールに記載した場所とします。前月中頃までにメールにてご連絡いたします。 

④ レッスンの回数と時間は 1 か月で最低 1 回、年間最低 12 回のレッスンを行います。(左記のレッスン回数に満たな

い場合は、指定曜日以外で振替レッスンを行う場合がございますので、予めご了承ください)  

レッスンの時間は原則として、ジュニアスクールは月 1回～2回・60分～70分です。 

⑤ 諸事情によりレッスンを休講させていただくことがあります。その場合はレッスンの前日、または当日午前 8 時までにメ

ールにてご連絡いたします。 

⑥ 入会は随時受付しております。 

⑦ 入会希望者は入会申込書に必要事項を記入し、年度初回レッスン日に必要諸経費を所定の月謝袋に入れて納

入していただきます。※レッスン会費は毎回レッスン日に月謝袋による納入でお願いします。 

⑧ レッスンをお休みする場合は、レッスン当日午後 12 時までにご連絡ください。（メール、電話どちらでも可）※風邪

などの個人のお休みによる振替レッスンは行いません。 

休会・退会の場合は前月 20 日までに各種申請用紙にご記入いただき、コーチに提出、または郵送にてお知らせく

ださい。 

⑨ 年会費(年度更新) ※保険料は年会費に含まれます。 

・4月～7月入会/5,000円 ・8月～11月入会/4,000円 ・12月～3月入会/3,000円 

レッスン会費 ※会費の一部は釧路地域のスポーツ振興に役立てられています。 

ジュニアスクール 1 レッスン/1,000円 (その都度支払いをお願いいたします) 

※一旦納入いただいた会費・年会費については理由の如何を問わず返金されません。 
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⑩ 傷害保険(スポーツ安全保険)は入会と同時に加入いたします。 

⑪ 会員(保護者)が会費等の納入を怠ったときは、当クラブは会費等の請求を行い、会員(保護者)はその請求に対し

て速やかに納めなければなりません。会員(保護者)が長期(2か月)にわたり会費等の納入を怠った場合、指導を停

止され、同時に会員としての資格を失います。 

⑫ 会員としてふさわしくない行為があるときは退会を勧告することができることとします。 

⑬ 当クラブはスクール会場で発生した盗難事故については一切の責任を負いません。 

⑭ 当クラブにおいて設定されたスクール時間内において、当クラブの責任と認められる事故についてのみ保険の範囲内

での責任を負うものとします。※駐車場での傷害、事故などについては責任の対象外とします。 

 

附則                   本規約は、平成 29年 4月 1日より施行する 


